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1.問題の所在

国際会計基準審議会(InternationalAccounting Standards Boards.以下.IASB. とす

る)及び米国財務会計基準審議会 (FinancialAccounting Standards Boards.以下，

FASB.とする)の共同プロジェクト lのうちの一つ「持分の特徴を有する金融商品(前:

負債と持分の区分)J (Financial Instruments with Characteristics of Equity (formerly 

Liabilities and Eq uity) .以下，持分の特徴を有する金融商品.とする)プロジェクト Zは.

2011年4月21日，両審議会のコンパージェンス日程の進捗状況を発表し，同プロジェク

トに関しては，事実上3度目の延期が発表された30

この「持分の特搬を有する金融商品」プロジェクトの前身において取り上げられた「負

債と持分の区分」問題は.1986年に始まったFASBの金融プロジェクト 4の一項目であり，

以下の一連の刊行物を中心とし討議が進められてきた。

a. 1990年8月. FASB討議資料「負債と持分商品の区別及び双方の特徴を有する商品の
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会計処理J(Discussion Memorandum) 5 

b. 20∞年10月. FASB公開草案「負債，持分又は双方の特徴を有する金融商品に関する

会計処理J(Exposure Draft :以下.ED (2α氾).とする) 6 

c. 2∞0年10月. FASB公開草案 iFASB概念ステートメント第6号 負債定義の改訂」

(Exposure Draft :以下. SFAC第6号負債の定義改訂.とする) I 

d. 2003年5月.米国財務会計基準書第150号「負債と持分の双方の特徴を有する特定の

金融商品の会計処理J(Statement of Financial Accounting Standards No.l5O.以下

SFAS第150号. とする。) 8 

e. 2∞3年11月.FASBスタッフ見解150-3iFASB第150号下における特定の非公開企業

の強制償還金融商品を特定の強制償還非支配株主持分に係る施行日.開示及び経過措

置J. (F ASB Staff Position (FSP) F AS 150-3) !) 

f. 2005年7月.マイルストーン草案 (MilestoneDraft) 10 

g. 2∞7年11月，予備的見解「持分の特徴を有する金融商品J(Preliminary Views : 

Financial Instruments with Characteristic of Equity) 11 

先に言及した「持分の特徴を有する金融商品」は.このIASB/ FASB合同プロジェク

トの一項目として2∞8年4月に追加された12。しかし. FASB金融商品プロジェクト発足

から約20数年経過した現在もなお.当該金融商品の定義問題は解決をみていない理由はど

こにあるのであろうか。これまで拙稿においては.持分要素を確定するためのアプローチ

を提唱した予備的見解「持分の特徴を有する金融商品」に対するアメリカ会計学会

(American Accounting Association :以下. AAA. とする)の見解によせて持分概念

を再考し1:1 その成果として.持分は資産から負債を控除した残余概念とは単純にみなし

得ないことを明らかにした。元来.負債と持分トlは，経営者の観点からすれば.資金調達

の源泉として貸借対照表の貸方側に総体として共存しているに過ぎず，区分し得ないと思

われるからである。

ここでは.上記の研究成果を踏まえ.概念フレームワークにおける負債・持分の定義を

振り返りつつ. i負債と持分の区分」問題における典型的な金融商品.転換社債を検証す

ることによって.解決に至らない原因を改めて考察するものである。先ず. i負債と持分

の区分」問題の当初の論点であった「負債と持分の双方の性格を有する特定の金融商品」

に関するその貸借対照表上の表示の在り方を再考し，次に転換社債の実務を検討し未解

決状態にあるその原因を明らかにすることに本稿の目的がある。

2.負債と持分の現方の性格を有する特定の金融商品の区分問題

2003年5月に発行されたSFAS第l叩号は「負債と持分の区分」問題の第一段階の成果

として.次の3つを「負債」として取り扱うことを明確化した150
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①強制償還金融商品 (mandatorilyredeemable 1inancial instruments) 

②資産譲渡による自己株式の買戻義務 (obligationsto repurchase the issuer's shares by 

transferring assets) 

③株式交付により決済するが.その発行株式数が変動する特定の義務(certain

obligations to issues a variable number of shares) 16 

その際に適用された規定のうち注目すべき点は.特定の金融商品を貸借対照表の負債の

部と持分の部の間.つまりメザニン (mezzanine)17と呼ばれる「中間領域」に分類する

事を禁止したことである180 SFAS第l印号適用以前から.米国証券取引委員会 {Securities

and Exchange Commission :以下， SEC，とする)の会計連続通牒268号 {Accounting

Series Release No.268 :以下， ASR第268号とする)は償還優先株式 (redeemable

preferred stock)を貸借対照表上のどこに開示するのかという問題を扱っている。規定

によれば社外に発行されている株式は次の 3つに区分し表示きれなければならない。そ

れは，①強制的償還要件 (mandatoryredemption requirements)にしたがった優先株

式あるいは発行体の自由裁量で償還を決定しえない優先株式(償還優先株式内.②非

償還優先株式，あるいは発行体の自由競量で償還するか否かを決定しうる優先株式(非償

還優先株式)，③普通株式.であるヘ SECIま.償還優先株式を恒久的資本 (permanent

capitaI)と区別し，負債 (debt)と同様の特徴を持っていると考え， ARS第268号の規定

では.妥当な貸借対照表の表示と.脚注の開示を通じて.償還優先株式に関する将来の現

金支払義務 (futurecash obligation)を明確にするように意図しているヘ

しかし償還優先株式が負債か持分かという概念上の区分問題や.これらのホルダーの

支払いに関する損益計算書上の会計処理を取り扱っていない。米国では.資金調達目的で

の優先株式の発行が従来から広く行われているが22 株式として持分という性質を持ちな

がら.償還義務という負債の性質を併せ持つため，会計上.両者の性質をどのように貸借

対照表上に表現すべきか多くの議論が行われてきたへ SECは.償還優先株式の妥当な会

計処理・報告を決定する場合.これらの概念上の問題を十分に認識しているが.これらの

諸問題はFASBで議論されるのが最良であると考えているヘ

このようにSECは従来の(株主)持分から.償還優先株式(後の強制償還優先株式)を

区分表示することを強制した。 FASBはこれを受けて， i負債と持分の区分」問題に取り

組んだ初めての文献である1990年に討議資料 (DiscussionMemorandum :以下， DM， 

とする)を公表した。そこには.負債と持分の双方の性格を有する特定の金融商品に関し

て現行の概念フレームワーク (Statementof Financial Accounting Concepts :以下.

SFAC，とする)を前提として議論を進めないことが挙げられている。現行のSFACを前

提にした議論では.強制償還優先株式 (mandatorilyredeemable preferred stock)，自

社株式を対象とした売建プット・オプション (putoption written on an enterprise's 
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own stock :以下， POW，とする)，自社株式を対象とした売建コール・オプション(call

option written on an enterprise's own stock)などの個別の項目が取り扱われており， r資
産か，持分の減少かJという問題提起がなされる項目を除いては.負債とする見解と持分

とする見解が対立的に提示されていたのであるヘ一方.現行の概念フレームワークを前

提にしない議論は，現行のSFACにおける f資産一負債=持分」という等式に代えて， r資
産一持分=負債」という等式が提示され26 その上で，次の3つの見解を示していた。そ

れは.①持分を独立して定義し.負債を残余とする見解.②負債と持分の聞に第3の要素

を追加する見解.③負債・持分の区分を除去する見解である九①の持分を独立して定義

する方法として， r持分を f絶対的残余 (absoluteresiduaO j として定義する方法」

とお， r所有者の権利とリスクに基づいて持分を定義する方法」が挙げられている~Ho r絶
対的残余」の範聞は.普通株式のみとする見解や，参加的優先株式 ("fullyparticipating" 

preferred stocks)を含める見解がある。また.r所有者の権利とリスクに基づいて持分

を定義する方法jでは.投票権の存在をもって持分とする見解却や.所有者と問レベルの

リスクを有している事をもって株式以外の債券(ジヤンク債や高利回り債など)を持分と

する見解31などがある。ここで注目したいのは②負債と持分の聞に第3の要素を追加する

見解である。そこでは，前述のASR第268号によって提起され， FASBの緊急問題タスク・

フォース(EmergingIssues Task Force :以下， EITF，とする)87-31号32によって明示さ

れた「暫定的持分 (temporaryequity) Jとして表示することが規定されていたお。この

規定によれば，第一にPOWの売却高は恒久的持分の箇所で表示され，第三にPOW株式総

額を恒久的持分から暫定的持分へ振替えて表示し第三にPOWの価値の変動は償還，行

使あるいは満期となるまで認識されない. という内容であった。そして.この暫定的持

分.つまり負債より下で(株主)持分より上の表示する(第 1表)ことは，実務において

負債/持分比率を求める際に.どちらにも入れない「ノーマンズ・ランド(no-man's

land) (不明な領域)Jを構成しているというのである叱このようにEITF87-31号は.

POW株式を「暫定的持分」で開示するように規定した。これはASR第268号の規定内容

とほぼ同じであるが， ASR第268号における強制償還は分離不可能であるのに対し，

EITF87-31号におけるPOWは.分離可能，つまり市場で売買可能であるという点に相違

が見られる。また， POW株式は，開示の次元で，通常の資本取引として会計処理される

のが当時の会計制度であった。
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EITF87-31号の規定を鑑みれば，情報の開示という次元で暫定的な制度化を試みたと

すれば，会計情報の有用性の観点から見て論理的妥当性概念に関係していると言えるかも

しれない。しかし，会計学における学説から鑑みれば.会計等式にみられる貸借対照表の

構造(資産 1 負債+持分)からは，このような「ノ』鴫マンズ・ランド」やメザニンを設け

ることは考え難い。このメザニンは2003年5月に発行きれたSFAS第150号によって廃止

され，強制償還優先株式などの特定の金融商品に対して，負債に分類するというFASBの

見解が打ち出された。しかしそれでは.なぜ米国ではこのような措置が取られてきたの

であろうか。次章では各論者の見解を中心に，この問題点の検討を進める。

3.貸借対照表と会計等式の関係

前章で明らかにしたメザニンについて， 2001年， AAAは20∞年の公表されたEDに対す

るコメントレターにおいて，負債と持分を区分する代替案としてメザニンの設定を提案

し， 2つの視点を提示している。これに関して，徳賀によれば35 1つは，契約上で明記

された企業の資産に対する請求権を反映する支払能力評価の視点 (a“solvency"

perspective) ，つまり「負債確定アプローチ」であり，もう一方は，資本所有関係を反映

する資本持分野価の視点 (a“valuation"perspective)，つまり「持分確定アプローチ」で

あるとみなしている。メザニンに表示されるべき項目は.①支払能力評価の視点から持分

ではあるが，資本持分評価の視点からは負債であるもの，および②支払能力の視点、からは

負債ではあるが，資本持分評価の視点からは持分であるものである。このようにメザニン

の内容が明確に規定きれているならば，メザニンの設定に問題はないようみえる。貸借対

照表というストックの状態表示にとって貸方が負債と持分に区分される必然性はないから

である。しかし，貸借対照表と損益計算書との整合性(中間領域に置かれる証券の資本コ

ストは費用か利益処理か)および負債と持分の区分と利益計算との関係(包括利益の算定

における資本取引の影響の控除)から考えると.中間領域の計算構造上の性質が改めて問
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題とされることになる。よって.中間領域を用意して 利益計算，支払能力評価.資本価

値評価等の目的に応じて帰属を変化させるという方法もあり得るということであるお。

DMにおいて様々なアプローチが検討された際に， r持分は負債や資産とは独立して定

義されるべきか，もしそうであれば持分はいかに定義されるべきか」という問題提起がな

されている370 その回答としてFASBは， rSFAC第6号においては.資産・負債は主要な

構成要素であり，すべての他の要素は資産と負債の変動あるいはその差額として定義され

る。その関係式は「資産ー負債=持分」である。企業により発行された金融商品を評価す

る時.質問事項は「それは負債として適格か」ということになる。もし.適格でないとき.

それは持分証券となる。そしてその金融商品を持分の定義の下で適格か否かの判断を下す

ことはない。なぜならば，持分の定義は，資産・負債の定義を基礎としているからであ

る謁」としている。しかしながら.次のパラグラフでは.未開発の見解として，持分の特

質に注目し.持分は独立して定義されるとし.その関係式を「資産一持分=負債」という

等式で表わしている。この見解の下では， rその金融商品は持分証券として適格か」とい

うことになる。もし.適格でないとき.それは負債としなければならない"。この見解

は.会計学の文献上にも見られないしこの見解を支持する物は十分にその概念を展開し

ていないが.独立的要素として持分を定義するこつの方向性を述べているヘ一つ目は.

持分を絶対的残余と定義する見解である。これは.優先権を与えたり.制約を課したりす

る規定をもっ金融商品を持分の分類から除外する(制限する)というものである。一般的

に実際の残余証券 (residualsecurity)のみを持分とみなすが.完全な参加権を持ってい

る優先株式を持分として認める見解もある。この場合.強制償還優先株式やPOWは.企

業資産の特定金額に対する請求権を示すので除外されるであろう 41 (第2表)。

第2褒 持分を組対的残余とする見解(関係式:資産一持分=負債)

①貸借対照表 ②貸借対照表

(負債)

資 産 10強制償還優先株式

(持分=絶対的残余)

Oワラント

0コール・オプション

(負債)

資産 10強制償蹄先株式

Oワラント

Oコール・オプション

(持分=絶対的残余)

(出所)椛回龍三 (2∞3)，178頁より抜粋。

二つ目は持分を所有主の権利と定義する見解である420 これについては， 3つの立場か

ら区分できる。第一の見解は.所有主の権利から投票権に限定し.投票権が存在すれば.

その金融商品を持分とする立場である。そこでは強制償還優先株式は投票権を持たないの
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で負債となる。第二の見解は，前述のような持分を絶対的残余ないしは残余持分(residual

interest)と考える立場である。そこでは強制償還優先株式は.残余持分ではないので負債

となる。第三の見解は.企業資産の特定額に対し直接的請求権(directc1aim)を持たない

が残余持分に対して請求権をもっすべての金融商品を持分とする立場である。そこでは，

強制償還優先株式は企業資産に対して直接請求権を持っているので負債になる(第3表)。

第3褒持分を所有主の権利とし定義する見解(関係式:資産ー持分間負債)

① 貸借対照表 ② 貸借対照表 ③ 貸借対照表

1 (負債 1(負債 1(負債)

資産 10強制償還 資産 10強制償還 資産 10強制償還

優先株式等 |優先株式 |優先株式

(持分 I(持分=残余持分 I (持分=残余持分)

=絶対的残余)

(出所)椛田龍三 (2∞3)，179頁より抜粋。

企業によって発行される金融商品は複雑で，上記の2つのカテゴリー.つまり負債と持

分のみでは適合しないという見解がある。さらなる問題提起として， rもし第3の「資本」

要素が付加される場合.利益概念は新しい要素を適応させるためにどのような再定義され

るべきか。」というASR第268号により提示された「暫定的持分」概念が出てくる。しか

し.第3の「資本」要素を付加することは.利益を測定する場合にSFAC第6号パラグラ

フ66の利益概念を損なうであろう 440 利益とは現在の概念の下では持分のリターンであ

る。持分でもなく，純資産を測定する際に控除されるべき負債でもない要素を付加する試

みは.所有主として所有主 (ownersas owners)との取引以外の源泉から，純資産にお

ける変動額として利益を定義し測定することを不可能にするだろう。この第3の要素が

採用されるとすれば.暫定的持分概念は一体になにを含むのかということについてより考

察が必要であろう。第3の要素は，条件付き償還可能優先株式 (preferredstock that 

are redeemable by their terms)のみを含めるべきか.償還のための「経済的強制

(economic compulsion) Jが存在する優先株式を含めるべきか.さらにその他の見解は，

発行体が償還を意図しているすべての持分証券を含めるべきだとしている(第4表)。こ

こでは.強制償還優先株式を負債でも持分=恒久的持分でもない暫定的持分であるとして

いる。
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第4褒第3の構成要素を付加する見解(関係式:資産ー恒久的持分一暫定的持分=負債)

① 貸借対照表 ② 貸借対照表 ③ 貸借対照表

(負債) (負債) (負債)

時 I(暫定的持分) 資産 (智定的持分) 資産 (暫定的持分)

0条件付償還可能優先株式 0経済的強制付優先株式 0償還可能なすべての持分証券

(強制償還優先株式を含む) (強制償還優先株式を含む) (強制償還優先株式を含む)

(持分=恒久的持分) (持分=恒久的持分) (持分=恒久的持分)

(出所)椛田龍三 (2∞3).181頁より抜粋。

この見解は. SFAC第6号の持分の定義「持分または純資産とは，負債を控除した後に

残るある実体の資産に対する残余請求権であるJをみれば，持分を独立して定義すること

は. SFACとの岨簡をきたし.首尾一貫した会計原則とは遠いものになってしまう。

DMにはペイトンの「企業主体理論(エンティティ観): entity也eoryJが挙げられて

いるヘ企業主体理論の基本原理は. i資産=持分(負債+株主持分)Jによってよく表わ

される。この場合は.資産は企業の財産であり.負債と資本は企業の資金源泉として共通

の範鴫に属するものとされる。当然.利益は基本的には企業に属することとなり，配当が

なされて初めて利益が株主に属することとなる。もちろん留保利益は企業自体の持分とさ

れる。株式配当は，株主の利益にはならず，株主持分の再分類に他ならない。負債利子が

企業の利益の分配として考えられる 4ヘベイトンはハットフィールドの会計等式「ある人

が所有する種々の財産価値は.その人が有する財産金額に等しいJ(The value of the 

various Goods one owns=The amount one is wor也)ように. i所有財産=株主持分・資

本主持分J(G∞ds= Proprietorship)から出発している。ペイトンはハットフィールドの

所有者持分を，重要かっ独立的な地位に高め.また事業体の基礎的方程式を「財産=所有

者持分」とした。会計原則は単一持分.すなわち所有者持分の見地から表示される。ペイ

トンにとって負債は実際には持分というより大きな分類の区分であり.財産=持分という

等式は事業体の財産状態の最も理論的な表現であるというものであるぺ

このようなSFACの概念を加味しないアプローチはあり得るのか。概念が付与されなけ

れば，貸借対照表はただの数字を表記したものとなってしまうのではないか。

4.転換社債にみる負債と持分の区分問題

負債と持分の双方の性格を有する特定の金融商品として代表的な転換社債は. SFAC第

6号においても「負債の特徴と残余請求権の特徴の両方を有しており，転換社債について

の会計処置に問題を生じることがある'18J と述べられているように，その区分については

問題点が多い。米国における実務では転換社債を負債とみなして一括計上(一括法)され
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ているが. FASBは負債と持分の構成要素に区分(区分法)する方法を提案しているぺ

なぜならば両者を比較した場合において，一括法では本来計上されるべき社債利息が過少

に計上されると指摘されてきており，経済的な実態を表していなかったからである問。特

に区分法は.2∞8年5月に発行されたFASBスタッフポジション (FASBSTAFF 

POSITION. 以下. FSPとする。)APR第14-1号 i(部分的な現金決済を含む)転換時に現

金で決済される可能性のある転換社債の会計処理J(F ASB ST AFF POSITION No. APB 

14-1. Accounting for Convertible Debt Instruments That May Be Settled in Cash upon 

Conversion (Including Partial Cash Settlement).以下.FSP APB第14-1号，とする。51)で

は具体的な転換社債の処理法として示されている。これは，転換時に発行会社により全額

または部分的に現金で決済される可能性のある転換社債に適用されるものである。つまり

発行者(発行会社)は，投資家(保有者)が転換を選択した場合.転換価値の一部または

全額を現金で支払う権利がある。転換社債は，他の種類の金融商品よりも低い支払利息と

より高い 1株当たり利益を.発行会社が享受できるという理由で人気が高い52。現在.転

換社債の多くは単に負債として処理されている。 FSPAPR第14-1号の下では.その範囲内

の転換社債の発行会社は，これらの金融商品を 2つの会計上の構成要素に分離する530

-元本および利息を支払うという発行会社の契約上の義務を表す負債部分

・負債証券色発行会社の株式に転換する保有者のオプションを，または発行会社がそ

のような選択を行う場合.同額の現金を表す資本部分

FSP APB第14-1号は，負債優先に基づく方法(!iability-firstseparation methodology) 

により，手取金(proceeds)を負債と持分に配分する“と規定していることは，国際会計基準

第32号「金融商品ー表示JOnternational Accounting Standard 32 Financial 

Instruments : Presentation (IAS32) :以下. IAS第32号. とする。)とも一致していると

述べているお。 IAS第32号においては，社債とそれに付随する権利を分離処理し.転換権

部分は持分として処理されることから，持分に表示される“。

次頁の表は. FSP APR第14-1号が適用されることによって発行会社の財務諸表に及ぼ

す影響をまとめたものである。
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項目 影響 説 明

支払利息 増加
手取金の一部を持分へ配分することによって.支払利息に社債発
行差金を含めなければならない。

利益 減少 支払利息の増加によって純利益が減少する。

負債 減少 社債発行差金によって負債の帳簿価額が減少する。

持分 増加 手取金の一部を持分へ配分することによって持分が増加する

一株当たり
減少

一株当たりの利益の決定方法は変更されない。但し.支払利息の
の利益 増加による利益の減少によって一株当たりの利益は減少する。

出所:Mills and Orr・ell(2∞8) (尚.和訳は筆者による。)

転換社債は発行会社にとっても.保有者にとっても魅力的な金融商品である。発行会

社にとっては.他の借入の市場利率より低い利息で支払いが可能であり.そして.投資家

(保有者)にとっては.市場が有利な状況になった場合.負債を持分に転換することがで

き，両者にとってまさに有利な金融商品であった九しかし.FSP APB第14-1号の適用

による影響は，一株当たりの利益の減少という結果を招いていたのである。

以下は.EMC株式会社誌の2∞8年度第4四半期および通年財務報告書(付録，参照)に

みるFSPAPB第14-1号の影響である汽

• The adoption of FASB Staff Position No. APB 14-1.“Accounting for Convertible 

Debt Instruments that May be Settled in Cash upon Conversion (Induding Partial 

Cash Settlement)" (“FSP No. APB 14-1") is expected to cause a non-cash increase 

to interest expense of $108 million in 2∞9. 

(FASB意見書No.APB 14-1 r(郎分的な現金決裁を含む)転換時に現金決裁される可能性のある転換社債の会

計J(FSP No. APB 14-1)が採択されることにより.2<朋年には現金以外の支払利子が1億以)()万ドル埼加すると

予想される。)

• EMC expects transition costS. net impact of software capitalization and 

amortization. adoption of FSP No. APB 14-1 and reduced interest income to 

reduce both GAAP and non-GAAP diluted earnings per share by $ 0.12 in 2∞9 

compared to 2008. 

(EMCでは.移行コスト.ソフトウェアの資本化と減価償却の最終的な影響. FSP No. APB 14-1の採択.金利

の低下により.GAAPおよびNon-GAAPによる希薄化後1株当り利益が筑鵬年よりも12セント下がると予想して

いる。)
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山田ωは.この転換社債の区分方法は.どちらの方法が是か非かというよりも.既存株

主から外部者への富の移転をどのように利益に反映させるかという問題を設定している。

負債と持分の区分方法は貸借対照表上の区分問題のみならず，利益計算にも影響を与える

問題であると指摘するのである610 一括法では富の移転は考慮されないが.区分法では.

発行会社にとっての経済的な利息費用が反映されているとしながらもさらに.第3の方法

として.新株の無償交付部分をすべて費用化するという方法を想定し.既存株主からの富

の移転の全てを費用化する処理を提示している。つまり.既存株主の持分が希薄化したこ

とを利益計算に反映させるべきであるという。 FSPAPB第14-1号の適用は.前掲のEMS

社の財務報告書への影響として言及したように.一株当たり利益の希薄化を財務諸表に反

映しようとするものであった。一株当たりの利益の算定は.国際会計基準第33号「一株当

たり利益J(International Accounting Standard 33 Earnings per Share (IAS33) :以

下.IAS第33号，とする。)ωに見られるように，親会社の普通株主に帰属する純損益(分

子)を.当期中の発行済普通株式の加重平均株式数(分母)で除するものであるへまた.

希薄化後一株当たり利益は.基本的な一株当たり利益の計算に使用した普通株主に帰属す

る純損益及び加重平均株式数について.希薄化効果を有する潜在的普通株式による影響の

調整を行って計算する“。ここでいう潜在的普通株式とは.その所有者に普通株式の権利

を付与することになる金融商品又はその他の契約をいい.例として，負債性金融商品又は

優先株を含む資本性金融商品で普通株式に転換できるもの，オプション及びワラントなど

が挙げられている情。

すなわち.転換社債の例から明らかなように.負債と持分の双方の性格を有する特定の

金融商品は，単なる区分問題ではない。また.負債と持分の区分問題は概念フレームワー

ク上の負債・持分の定義との合致に限定されない.一株当たり利益からのアプローチをも

包含する問題である。延期の理由として両審議会は優先順位が低い点を挙げているが，負

債と持分の区分問題は，その内容が多岐に渡る.一朝一夕には解決できない実に困難な問

題といえる。

5.むすび

「負債と持分の区分」問題は.単なる貸借対照表上における区分問題ではなく.負債と

は何か，持分とは何かという，概念定義の問題であると同時に，利益計算の問題でもあ

る。第3章では.負債と持分の両方の性質を有する金融商品の出現によって貸借対照表の

貸方の区分がいかに暖味であるかを検証した。また第4章では転換社債を例に挙げ，負債

と持分の両方の性質を有する金融商品が. IAS第33号にいう「一株当たり利益」の算定に

も大きく影響を及ぼしていることを明らかにした。先行研究では.負債と持分の双方の性

格を有する特定の金融商品におけるFASBおよひQASBの提案した区分アプローチについ
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ての言及は多くなされているが.IAS第33号との関連性はほとんど解明きれていない。本

稿では，この点に「負債と持分の双方の性格を有する特定の金融商品」の区分問題が未解

決の状態にあるその原因の一つを認識するものである。こうした「利益」数値への作用を

見据えた上で，区分問題が議論されているわけである。それは.単なる区分問題ではない

のである。

「一株当たり利益」の算定に与える影響に鑑みれば，この区分問題は，特定の金融商品

の区分を規定・解決したところで収束する問題ではない。概念フレームワークや「財務諸

表の表示」についてもIASB/FASB合同プロジェクトが進行している事は周知の通りで

あろう。即ち，特に会計の枠外で組成される金融商品が会計学上の既存の定義に不適合な

る事態は当然のことと考えざるを得ないのである。 ζのような会計学の枠外で生じる概念

をも含めた形で「財政状態表明書」を作成することは.金融商品の債権債務関係を既に貸

借対照表や損益計算書上の形式枠内に収めることができなくなってきていることにも鑑み

れば.I財務諸表の表示」形式を変更することは論理的に自然ともいえる成り行きである。

冒頭に指摘したように.現段階においては「負債と持分の区分」プロジ:クトは頓挫して

いる状態である。金融商品固有の債権債務の関係をどのように会計文書上に表示するかの

検討は. I一株当たり利益jへの影響を視野に入れながら.別の解決策として，財政状態

表明書の様式，さらには新たな概念フレームワーク論の展開に関する一層の議論を踏まえ

て進められると考えるものである。

注

I IASB!F ASB (2ω6). 尚. IASB!FASB合同プロジ;;r..~トとは. 2∞6年2月，両審議会は覚書『凪際財

務報告基準と米閥会計基準へのロードマップ2航路年 -2∞8年J(A Roadmap for Convergence 

between IFRSs and US GAAP-2α>6-2∞8 Memorandum of Understanding between the F ASB and 

the IASB)を公表し， rノーウオーク合意・」に基づき.出来るだけ早く，相互の既存の会計基準に完全

に互換性を持たせること.及び，互換性を維持するために.双方の作業プログラムを調整すること.の

2点について両審議会が最善の努力を払うことに合意した。尚.詳細は石田万由皇(2011b)にて検討し

ている。

* rノーウオーク合意jとは， IFRSと米国会計基準との統合化を今後推進していくことについて行わ

れた合意。国内およびクロスボーダーにおける財務報告において世界的に利用されるような高い品質

の一組の会計基準令作ることを目標としている。詳細については.山田辰巳(2∞3)を参照されたい。

2 "Liabilities and Equity.について「負債と資本Jと記述されることが多く見受けられるが.本稿におい

ては“Equity"を“Stockholder'sEquity"を「株主持分Jや“Financia1Instruments with Characteristics of 

Equity.を「持分の特徴を有する金融商品」と訳すことに鑑みて.r負債と持分Jと記述する。また.企

業会計基準委員会では.・・Financia1Instruments with Characteristics of Equity"を「資本の性格を有す

る金融商品J(企業会計基準委員会 (2011)と訳しているが，本稿においては.椛図書草三 (2α)9)，池田
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幸典 (2010)や山田純平(筑間)に倣い， r持分(Equity)Jとする。

3 当該プロジェクトの延期は，以下の3回である。尚.詳細は石田万由里(20llb)で検討している。

1. 2010年6月2日.両審議会の会計基準の「共通化」の完了時期を2011年後半に延期すると発表したこ

とにより.当初の計画より約半年延期され. 2011年第4四半期に完了の予定となった。(企業会計基

準委員会(2010a))

2. 2010年10月22日， IASB第128回会議(IASB/FASB合開会議)において.公開草案の公表を取りや

めると共に.資源にゆとりができるまで当面検討を休止することが暫定的に合意された。再開は

2011年6月以降となる予定である(企業会計基準委員会(201Ob))。

3. 2011年4月21日， IASBとFASBI;!:，両審議会のコンパージェンス日程の進捗状況を公表しその中

のー項目である「持分の特徴を有する金融商品」プロジェクトは.優先順位が低いとの理由から.

2011年12月まで.追加的な検討予定がなく.延期されることとなった(企業会計基準委員会

(2011))。

4 FASB(19伺a)， par.1， p.5.尚.金融商品プロジェクトとは， r様キな金融商品とそれに関連する取引が現

存する財務会計と財務報告にもたらす諸問題.および将来に生ずるであろう諸問題を解決するために役

立つ幅広い会計基準を設定すること」として①情報公開(ディススクロージャー)，②認識と測定.③

負債と資本(持分)の区分問題という3つのサププロジェクトが設定されている。なお.詳細は志賀理

(2011)を参照されたL、
5 FASB(19叩b)

6 FASB(2ぽlOa)および志賀理 (2∞4)，207頁。

7 FASB(2αlOb) 

8 FASB(2∞3a)，尚， FASBは2∞9年6月に米国基準を再構築し， Accounting Standards Codification 

(FASB ASCと略称する)とした(長谷川茂男 (2011)， 36-47頁参照)。現在.r負債と持分の区分Jは.

Topic 480， Distinguishing Liabilities and Equity，に移行している。

9 FASB(2∞3b) 

IOFASB(2∞5) 

11 FASB(2007).尚，詳細は石田万由里(2011a)で検討している。

12企業会計基準委員会 (2α)8)02∞8年4月のIASB第81回会議において， r持分の特徴を持つ金融商品(負

債と持分の区分)Jを新規議題として追加し両審議会は， 2011年6月までに当該プロジェクトの完了を

目標とした。当該プロジェクトの目的は.持分の特徴を有する金融商品に関する財務報告の要件を改善

し簡素化する点にある。尚，詳細は石田万由里(2011b)にて検討している。

13石田万由里(却11b)

14本稿において「持分Jは.貸借対照表における.Stockholder'sEquity.を指している。一般的には「資

本」と呼ばれる事がおおいが.会計等式(資産=負債+持分)は. Assets=Liabilities + Stockholders・

Equityをいう表記から鑑みて「持分」とする。

15板橋淳志(笈腕)， 139頁。

16 FASB(2∞3a) Scope and Requirements of This Statement. p.4.および田中健二 (2飢渇)， 6頁。

17 r中間領域分類(mezzanineclassification) Jについては「中間領域(mezzanine)J (徳賀 (2∞3))や「中

岡地帯(mezzanine)J (古賀 (2∞3))などの記述もあるが.本稿ではAAA'FASC (2∞1)によせて.

椛田 (2003)の記述を採用した。

18 FASB(2∞3a)， par.18. 

19この償還優先株式は後に「強制償還優先株式」という語法で表現されるようになった。(椛回 (2∞3)，

173頁)
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m椛四億三 (2∞0，172-173頁。また池田幸典 (1伺9)，162頁.および板橋批官、倒防)， 138頁も香照し

た。

ここに挙げた①の償還優先株式とは， (i)確定した日に確定した価格で償還される株式， (量)ホルダー

の自由哉量で償還可能な株式および(ili)将来の利益から償還しなければならない株式のように.発行体

の自由競量で償還できない条件をもっ株式に分類される。また.財務諸表の脚注で.償還条件.発行価

額と償還価額との差額.将来5年間の各年度における償還額の資料および償還優先株式の変動額を開示

しなければならない。

21 FASB0990b)， par.203. 

n優先株式のタイプは.社債型.転換社債型.社債交換型.短期市場型の4つに大別される。これらのう

ち.社債転換型は，発行から一定期間経過後に会社の選択により優先株式を社債に一斉褒更できるもの

であり.短期市場型は.社債型優先株式のうち短期金融市場の金利に応じて優先配当率を変動させるも

のである。米国の優先株式は伝統的には機関投資家による長期運用対象として購入されてきており.短

期市場型もその大節分が機関投資家や法人投資家により.短期の余裕資金運用の一環として購入されて

いる。償還については.償還期間を股け.償還準備金を積み立て.償還スケジュールを設定するのが一

般的となっている。償還原賓として.留保利益に限るケース.払込資本剰余金まで認めるケース.一定

の条件のもとで払込株式資本の使用を認めるケースがあるが.州法によって異なっている。(板橋敦志

(筑脱)， 132頁)

お板橋軌志 (2飢)6).133貰。

24 SEC (979) .pp.3764-3765および椛回棟三 (2∞3)，173頁。

25 FASB(990).pars.l61-181および池田幸典 (2∞O.33-34頁。本稿では.メザニンを明らかにすること

が目的なので.ここでは特に取り扱わない。

26 FASB(1990bl. par.l85. 

'l:i Ibid.. pars.l82-228. 

加 Ibid..pars.l87-190. 

2') Ibid.. pars.l91-199. 

30 Ibid.. par.l93. 

31 Ibid.. par.l98. 

32 EITF -87 -31号とは.自社株式を対象とした売建プット・オプション (putoption written on an 

enterprise's own stock :以下.POWとする)の売却に関する会計問題である。 SECが1992年2月16日

lこPOW取引を条件付きで許可するという内容の合法行為通知書(no・actionletter)を.シカゴ・ボード・

オプション取引所へ提示する以前に.EITF87 -331号で議題として組上に載せられ議論された。まず.

Price Waterhouse会計事務所が4つの問題提起しこれらの会計問題に対していくつかの見解が襲壊さ

れ.最後にEITFの見解が提示されている。

1. POWの売却は.発行体の貸借対照表上でいかに分類されるべきか。

①恒久的持分とする見解②暫定的持分とする見解③負債あるいは前受収益とする見解

2. POWの存在';1，曽定的持分として分類されるべき強制的償還普通株式を生み出すか。

①質問に同意する見解.②確率評価に基づく見解.③再購入能力の基づく見解

3. POWの価値の変化はどこで認識されるべきか。

①持分を通じて認識されるとする見解.②損益計算書を通じて認識されるとする見解

4. POWの価値の変化はいつ認識されるべきか

①恒久的持分として分類される見解.②暫定的持分として分類される見解.③負債あるいは前受収益

として分類される見解
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お FASB(I係調。b).pars.182-228. 

M 椛田積三 (2∞3).210-215頁。

35徳賀芳弘 (2∞3).21-22頁。

36向上論文.23頁。

37 FASB(1鋭lOb).Issue 2.7. 

38 Ibid.. par.l84. 

39椛回寵三 (2003).17ら178頁。

40 FASB(I9伺b).pars.l85-186. 

41Ibid. 

42 Ibid.. pars. 191-196. 

43 Ibid.. Issue 2.8.1. 

44 FASB(l9:路上および平松一夫・広瀬義州 (2∞2).319頁。

r66. 出資者による投資は.特定の営利企業における出資者の請求権(または持分)を獲得または樽

加させるために.何か価値のあるものを他の実体からその企業へ韻渡した結果と生じる.当該企業にお

ける持分の増加である。資産は.もっとも一般的には出費者による投資として受領されるが.受領され

るものには.用役または企業の負債の返済もしくは借換が含まれることもある。」

450p..cit.p釘 .222.

46森田哲嫡.宮本匡意(I抑6)

47上野正男(1995).9-11頁。

48 FASB(l985).par.55および平松一夫・広瀬義州 (2002).311頁。

49 FASB(2α)()a) 

却 Leone(2009).および野口晃弘 (2∞4).99頁。

51 FASB(2似)8)

52 MilIs and Orrell (2α泌)

臼 FASB(2飢渇).par.6 

54 FASB(笈胤).par.B7.負債と持分の分類方法は以下の通り。

・発行会社はまず.同ーの社債を発行する場合の当該商品の公正価値の見積りに基づき.手取金を負債

に配分する(商品が転換オプションを有しない場合は除く)

・その後.手取金の残額を持分に配分する。

• FSPは発行会社に対し.発行コストを負債と株式に配分することも要求している。

お FASB(2∞8).par.B7 

56IASB(却13b)

5i Leone(2αゅ)

58EMC株式会社 (EMCCorporation) : 1979年7月設立.本社所在地.米国マサチューセッツ州ホプキン

トン.代表者会長兼最高経営責任者(CEO)]oseph M. Tucci. NYSE上場.事業展開 85ヶ回以上.従

業員数約53.5∞人 (2012年l月1日現在).事業内容全世界におけるネットワーク・ストレージ・システ

ム，ソフトウェアの開発.製造."'tーピス.販売および保守業務。

59EMCぽ削)およU'EMCジャパン株式会社(筑間)。

印山田純平 (2012).85-96真。米国における実務では負債として一括計上(一括法)されているが.

FASBは負債と持分の要素に区分(区分法)する方法を提案している。山田は.事例として一部現金で

決済される変換社債(転換時に現金と株式を組み合わせて決潰する)を取り上げ，一括法.区分法.そ

して第3の方法として.新株の無償交付都分をすべて費用化する処理を想定し検証した。その結果.負
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債と持分の構成要素に分けるというよりも.新株の無償交付部分を利益に反映させる，つまり.既存株

主から外部者への富の移転部分をどのように利益に反映させるかということを問題視している。

61例えば.額面l∞億円の転換社債を同額の払込みをもって発行し.転換時には価値が120億円になるとす

る。決済時には額面に相当するl∞億円を現金で決済し，額面を超えた20億円を株式で決済するのが一

般的である(山田 (2012)，86頁)。

臼 IASB(2013a)

ωIbid，. par.l O. 

時1Ibid" pars，30-31. 

65 Ibid" par・.5.
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陶山阿

川跡凶 A市相

h凧 I"h，~

合冊化後備量

平地ー係当た

り ~I甚

陶山阿

川，"'.吋
....... ・・蹴
掛み術量平~J -ー

陣当たり利益

EMC CORPORATION: EMC味式会社

In∞meSt棚田ntAdj旧 民d加 GiveEffect旬 FASBStaffPoeition No. APB 14・1:FSPAPR第 14-1号適用後修正楓益計算書

(;n thousands， ex碑 ptpersh町 ea回。un旬):(千米ドルltlf.立. 一株当たりを除く)

Unaud.ited:監校時I1

Olhe，(.帥...剛耐 ，_，棒伽 Inf;'l;f加T.. 

，.曲側@帥-.・...
その也市!I日 10''-'.1.凶四 ，.，."..，剛

何回一，…E 日目 納俊充当金
制量.蝿圃 税引iliJ収益

および少数

僚主持分

Netln∞me 

『期純利益

Minority 

Inoo冊目

p敏 傑1

持分

Income Beron' 

M・聞ril)'

Intel't'.l 
少数株主持分

利益前利益

In10間同

E泥酔n僻

支払利息

Investment 

In田 me

般慌による

利益

Operating 

In∞me 
常藁利益

Revcnue 

収益
割X淘

$0.64 $0.66 $1.345，鉛7事(44.725)$1，390.292 $ 312.514 事1.702，8偶$(39.405) $(73.774) $247，倒 9$1.時 8，936事14，876，163
EMCC。冊。tidated
GAAPκlAAPによる直
結酎IIJ，施策

白 nvertibl・D・bt
In阻reatAdj岨 trnent
転倹祉制健 修正

Adjuated for 
白 nvertibleDebl 
Int・時・t
修E横転I!m~術向島

事(0.03)$(0.03) (70.462) (70.462) (32.119) (102.58J) (¥02.581) 

$0.61 $0.62 $ 1，275，105 $ (44，725) $1，319，830 $2ω，395 $ 1，6∞，225 $(39.405) 事(176，355)$247，049 SI，民8，9泌$14.876.163 

~ 

陶山阿

w.司鹿島旬岨 d柏町・・・
銅脳" 。‘-
命刻化櫨街軍事

均一陣当たり網l

量

込悩aJiI溢

陶 1- .... 

'11'.・，.. 嶋A胴胸-

..... Kwc 

島本lIi量事均

院当た句駒l瞳

Net Income 

当期純利益

Weilhted aver8ge oha田 01.

Minority 

In担問叫

少数僚主

持分

E醐 me8efo開

Mi同 rity

Inl・..，・e
世敵味主持分

利益1111和l量

InaJnMtTI・z
， ... 吋，ぬa

納棋充当金

同町

T.山・M

'""_")" Ift_ 

脱引時ilIlll銭

および少数

抹主持分

。d，or(l"J!，同制剖

倫ω欄酬

そ山健 (.m>
取量. I亀圃

In担問凪

Expen・e
支払利息

，...・tmentlnω-

l匝 ludin.GainOf、
SaloofV)，Iw・m
StockJ¥'M..re徐災住

却による縛禍"~'.'股

宙じよる絢盆

Operating 

In曲 目 e

常盤事l銭

Revenue 

収益
割XY1

$0.77 $0.80 $1.665，6曲事(¥5，455)$1.伺¥，123$ 378.446 $2.059.総 9$ (4，677) 事(72，855)$397，⑥帥$1.739，252 亀13，230，205

$ (0.03) 事(0.03)(66，703) {侃703)(30，236) {鉛，939)(96，939) 

$0.74 $0.77 $J.I)開.蝿 5$(¥5.455) $1，614，420 $ 348，210 $1，鮪 2，630$ (4.677) 事(¥69，794)$397，849 $1.739.252 $13，230.205 

EMCC偶蹄，tidated
GAAPIGAAP による
直結財務緒衆

Convertible Debt 
In開聞紙

Adjuatment 
転検祉償修正

Adj岨担dr.町
Con瑚 rtibleDebt 
Inten姐包

修正後転機祉償制息

.... ‘ 色。

Note: Thio sta脂血.entgivea effect旬 FASBStaff p.岨 itionNo. APB 14-1， "A目抽岨tincIDr Convertible Debt 1田 t四国師tsthat田町 beSe帥ledin Cash upon Con'噌目白n(J即lu必llIPart血1
Cash se抗lement)" τh・同胞ment回e偽ctivefor fi剛 1yeara beginning a島町h曲皿ber15 2∞8 and ・haUbe applied retroopectively旬aUperi.田Isp四 個 n旬 d. EMC will adopt the 
sta悼皿entin its 2∞9 fiacal year and reste也aUprior periods when p開 田 n也d.Thio ached曲田町田taddd国 旬 開 岨ding.
注:この計算書額は， FSP APR第 14・1号 rr(部分的な現金決済を含む}伝換時に現金で決済される可能性のある転換社債の会計処理Jの膨響を加味したものである.この計算書額は， 2∞8 

年 12月 15日後から始まる会計年度に適用され.全ての期間において遡及的に遁用されるであろう.EMCI.上は， 2飢渇年度の財務跨表から適用し.当期の全ての期間について再健出守る.こ

の日程は.舗数処理のため追加されないであろう.

凶み幽L回lW2Weiaht.ed average ohare 011・


